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＜代表 庄司  茂 より一言＞  

            ４月といえば、街のあちこちで希望に満ちた表情の新入学や新社会人を見る時期でした

が、今年は、昨年からの新型コロナウイルスの感染症の流行により、まだまだ元のような

様子には戻っていません。日本商工会議所が、「事業承継と事業再編・統合の実態に関す

るアンケート」調査の結果を公表しました。調査は令和２年８月 17日～９月 25日に各

地商工会議所管内の会員企業 14,221件に対して行われ、4,140件の事業者から回答を

得たものです。今回の調査では、事業承継の時期について、コロナ禍の影響で売上が減少

している企業ほど、事業承継予定時期を後ろ倒しにする傾向があることがわかりました。

一方で、経営者の在任期間別の利益状況をみると、「社長就任後 10年未満の企業」の約

６割は直近期黒字の一方、「社長就任後 30年以上の企業」はコロナ禍を受けて赤字 

を見込む割合が最も大きく、事業承継によって経営を活性化している企業がコロナ禍においても業績を上げている傾

向があることがわかります。事業再編・統合（M&A）については、「過去に買収を実施・検討した企業」は全体では

約 15％でしたが、「売上高 10億円超の企業」に絞ると、「買収を実施・検討した企業」は約４割を占めていました。

買収先では、後継者難が深刻化している小規模企業（従業員 20名以下）が約７割を占めており、M&Aが後継者不

在企業の事業継続の受け皿となっていることがわかります。 
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パート・有期社員待遇改善 

◆パートタイム・有期雇用労働法の施行 

同一企業内における正社員（無期雇用フルタイム労働

者）とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不

合理な待遇の差をなくすため、令和２年４月にパートタ

イム・有期雇用労働法（以下、パート・有期雇用労働法

という）が施行されました。この、いわゆる「同一労働

同一賃金制度」の中小企業への適用は、今年４月１日か

らとなっています。 

法の施行を前に行われた企業へのアンケートが（独）

労働政策研究・研修機構から公表されましたが、今後の

企業対応について参考になる点があります。 

◆待遇差の理由等についてどの程度、説明できるか 

パート・有期雇用労働法では、本人からの求めがあれ

ば、正社員とパート・有期との待遇差の理由等を説明し

なければなりません。 

「大半の待遇差を、説明できると思う」との回答は、

パート・有期雇用労働法等について「内容まで知ってい

る」企業では 69.3％に上りましたが、内容がわからない

などとした企業では、45.1％にとどまっていました。 

◆待遇差をなくすための取組み 

正社員・正職員とそれ以外の労働者との間の不合理な

待遇差をなくすためにこれまでに取り組んだ内容および

今後取り組む予定の内容もまとめられています。 

その中で、今後に行う予定とした割合のほうが多かっ

た取組みとしては、次のものが挙がっています。 

・退職金の導入や、退職金の算定方法等の見直し 

・諸手当の導入や、算定方法等の見直し 

・派遣労働者に係る制度や活用のあり方の見直し 

基本的な賃金の算定方法や算定要素の見直し等は当然

として、上記のような点も今後の取組みとして意識する

必要があるでしょう。 

この調査はパート・有期雇用労働法の施行前に実施さ

れたものですが、自社の現状としてはどうでしょうか。

調査は賃金や賞与、手当や休暇制度等についての動向が

わかる内容となっていますので、今後の取組みのために

参考にしてみてはいかがでしょうか。 

正社員登用制度の整備とキャリアアップ助成金 

◆中小企業でも「同一労働同一賃金」が義務化 

上でもお伝えしましたが、正社員と非正規社員の不合

理な労働条件の相違を禁止するいわゆる「同一労働同一

賃金」が、令和３年４月１日から、中小企業に対しても

義務化されます。 

具体的には、諸手当、賞与、退職金等の待遇について

不合理な相違があってはならないというものですが、昨

年 10月に出された最高裁判決では、賞与や退職金につ

いて、非正規社員には不支給とすることは不合理といえ

ないとの判断が示されたものもあります（大阪医科薬科

大学事件、メトロコマース事件）。 

◆注目される「正社員登用制度」 

上記の「メトロコマース事件」では、原則勤続１年以

tel:079-286-5030


 

 

業・事業に将来性があるか」（38％）、「勤務時間・休

日休暇・勤務地が希望に合うか」（35％）が挙がってお

り、年代別にポイント差があったものとして、「希望の

働き方（テレワーク・副業など）ができるか」（20 代：

47％、30代：47％、40代以上：35％）、「経験・

スキルが活かせるか」（同：8％、11％、18％）が挙が

っています。 

◆労働者の考え方の変化にも意識を向けることが必要 

コロナ禍で促進された柔軟な働き方の導入は、多くの

労働者にとって、特にワークライフバランスの面でメリ

ットを感じるものとなっています。また、日常でオンラ

イン授業を経験している大学生も台頭してくるこれから

の採用活動においては、何ら柔軟な働き方を導入してい

ない企業は、悪い意味で目立つ存在となってしまうかも

しれません。 

 業種ごとに対応すべきテーマは異なりますが、今後は、

コロナ禍で変化した労働者の働き方や企業選びの考え方

についても意識を向けていく必要があるでしょう。 

◆採用活動の留意点 

また、文部科学省・厚生労働省・経済産業省から経団

連宛てに、令和 2年度卒業・修了予定者等の就職・採用

活動に関する要請も出されています。 

 ①新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、オン

ラインによる企業説明会や面接・試験の実施が可能な企

業については、オンラインを積極的に活用し、その旨を

情報発信する。また、②オンラインを活用する際は、通

信手段や使用ツールなど、どのような条件で実施するか

について、事前に明示し、学生が準備する時間を確保す

る。③通信環境により、音声・映像が途切れる場合等に

は、学生等が不安にならないよう対応する。④オンライ

ン環境にアクセスすることが困難な学生等に対しては、

対面や他の通信手段による企業説明会や面接・試験も併

せて実施することを要請しています。 

＜事務所からのご案内＞ 

■「同一労働同一賃金対応無料相談会」＆ 

  「高年齢者雇用安定法対応無料相談会」 

4月からの法改正に対応するための二つの相談会を実施
いたします。いずれも中小企業を含めたすべての会社に適
用される法改正です。早めの対応をご検討ください。 

 【日時】 ４月 15日（木）／4月 28日（水） 

【場所】神戸事務所 7階 セミナールーム 

    姫路事務所 ３階 会議室 

    オンライン相談ももちろん受付中！ 

  

上の希望者全員が受験できる正社員登用制度があり、原

告である契約社員が、試験に２回失敗し断念したことで、

企業側は正社員登用の機会を与えていたと判断され、結

論に大きく影響したといわれています。 

 一連の判決を受け、企業の一部には、賞与や退職金に

ついて、正社員人材の確保・定着を目的として設けてい

るとして、非正規社員に対して異なる扱いとする代わり

に、正社員登用制度を整備する動きも見られます。 

◆キャリアアップ助成金 

キャリアアップ助成金は、雇用期間の定めがある非正

規社員の企業内でのキャリアアップを促進するため、正

社員化等を実施した事業主に対して助成金を支給する制

度です。 

 本助成金の「正社員化コース」では、パートなどの非

正規社員や派遣労働者を正社員等に転換、または直接雇

用した場合に助成金が支給されます。例えば、1年契約

のアルバイト従業員を正社員に転換した場合は対象従業

員 1人あたり 57万円（生産性要件を満たした場合 72

万円）の助成となります。なお、今月 4月以降、助成金

が支給されるための昇給条件等が一部変更になっていま

す。よくご確認の上で活用を検討してみてください。 

コロナ禍における求職者の企業選びへの影響 

◆変化を余儀なくされた「働き方」 

新型コロナウイルス感染症の蔓延は、企業が従業員の

働き方を考えるうえで、大きな影響を与えました。二度

の緊急事態宣言などをきっかけに、「出社して働く」と

いうこれまで当然のように続いていた働き方の概念も、

劇的に変化しました。特に、これまでテレワークなどに

まったく取り組んでこなかった中小企業にとって、ここ

１年の労働環境の急変は、インパクトの大きいものだっ

たはずです。 

◆企業選びにも変化が 

一方、このような働き方の変化がもはや日常化するな

かで、労働者の意識も徐々に変化してきているようです。 

エン・ジャパン株式会社が、総合転職支援サービス『エ

ン転職』 上でユーザーを対象に実施した「コロナ禍での

企業選びの軸の変化」に関するアンケートによれば（回

答：11,536名、調査期間：令和 2年 11月 26日～令

和 3年１月 26日）、４割が「コロナ禍で企業選びの軸

が変わった」と回答したそうです。特に重視するように

なった企業選びの軸としては、上位から「希望の働き方

（テレワーク・副業など）ができるか」（42％）、「企


